
 

旅客営業規則 第 26条 通勤定期券の発売【新旧対照表】 

旅客営業規則 第 27条 通学定期券の発売【新旧対照表】 

旅客営業規則 第 89条 定期券の様式【新旧対照表】 

改   定 現   行 

［通勤定期券の発売］ 

第26条 常時同一の駅間を乗車する旅客が定期券購入

申込書に必要事項を記入して提出した場合は、通勤

定期券を発売する。但し、マルチ券売機での発売およ

び定期券WEB予約サービス（以下「予約サービス」と

いう。）を利用する場合は、旅客による必要事項の入

力をもって、同申込書の提出とみなし発売する。 

 

〔通学定期券の発売〕 

第27条 次の各号の１に該当する学校（以下「指定学 

校」という。）の学生・生徒・児童又は幼児が通学の

ため、常時、同一の駅間を乗車する場合で、その在籍

する指定学校の代表者が当社所定の証明書用紙に、

必要事項を記入して発行した通学証明書を提出し、

又は第80条第１項第２号に規定する通学定期券購入

兼用の証明書を呈示し、かつ、定期券購入申込書に必

要事項を記入して提出したときは、旅客の居住地も

より駅と在籍指定学校もより駅との相互間について

通学定期券を発売する。但し、定期券WEB予約サービ

スを利用する場合は、旅客による必要事項の入力を

もって、同申込書の提出とみなし発売する。なお、同

予約サービスを利用する場合は、通学証明書等のア

ップロードをもって、同証明書等の提出又は呈示し

たものとみなす。 

２        （現行どおり） 

３        （現行どおり） 

４ 指定学校においてその代表者が発行した通学証 

明書による画像データについては、前項に規定す 

る様式に準ずるもの、かつ当社が指定する画像形 

式等を満たしている場合に限り有効とする。 

 

〔定期券の様式〕 

第89条 定期券の様式は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔通勤定期券の発売〕 

第26条 常時同一の駅間を乗車する旅客が定期券購入

申込書に必要事項を記入して提出した場合は、通勤

定期券を発売する。 

 

 

 

 

〔通学定期券の発売〕 

第27条 次の各号の１に該当する学校（以下「指定学 

校」という。）の学生・生徒・児童又は幼児が通学の

ため、常時、同一の駅間を乗車する場合で、その在籍 

する指定学校の代表者が当社所定の証明書用紙に、

必要事項を記入して発行した通学証明書を提出し、

又は第80条第１項第２号に規定する通学定期券購入

兼用の証明書を呈示し、かつ、定期券購入申込書に必

要事項を記入して提出したときは、旅客の居住地も

より駅と在籍指定学校もより駅との相互間について

通学定期券を発売する。 

 

 

 

 

 

２       （省   略） 

３       （省   略） 

４ （新設） 

 

 

 

 

〔定期券の様式〕 

第89条 定期券の様式は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※下線部が改定箇所。 

 

 



 

旅客営業規則 第 90条 回数券の様式【新旧対照表】 

改   定 現   行 

〔回数券の様式〕 

第 90条 回数券の様式は、次のとおりとする。 

（１）券売機発売用 

③ 通学割引回数券 

   イ. 定期券発売所・自動定期券発行機   

通信制高等学校用     放送大学用 

 

 

 

 

 5.75 ㎝×8.5 ㎝       5.75 ㎝×8.5 ㎝ 

備考 裏面は磁気膜を塗布する。 

 

      ロ. マルチ券売機 

通信制高等学校用     放送大学用 

 

 

 

 

 5.75 ㎝×8.5 ㎝       5.75 ㎝×8.5 ㎝ 

備考 裏面は磁気膜を塗布する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔回数券の様式〕 

第 90条 回数券の様式は、次のとおりとする。 

（１）券売機発売用 

③ 通学割引回数券 

  

通信制高等学校用     放送大学用 

 

 

 

 

 5.75 ㎝×8.5 ㎝       5.75 ㎝×8.5 ㎝ 

備考 裏面は磁気膜を塗布する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※下線部が改定箇所。 

 


